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第１章 計画策定の背景と目的 

 

１ 計画策定の背景 

 

(1) ポリ塩化ビフェニルの歴史 

ポリ塩化ビフェニル（以下、「ＰＣＢ」という。）は、化学的に安定で、電

気絶縁性が高い等の性質を有することから、世界的に普及し、トランス、コン

デンサ等の電気機器の絶縁油や、熱媒体、感圧紙（いわゆるノーカーボン紙）

等幅広い分野で用いられてきました。 

しかし、昭和 41 年以降世界各地でＰＣＢによる汚染が問題となり、国内にお

いては、昭和 43 年に食用油の製造過程において熱媒体として使用されたＰＣＢ

が混入し、健康被害を発生させたカネミ油症事件が発生し、ＰＣＢによる毒性

が問題となりました。 

このような状況を踏まえ、国内では昭和 47 年以降ＰＣＢの製造が中止され、

「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」の制定により、昭和 49 年か

らは製造、輸入および使用が原則禁止となりました。一方、国際的には、平成

13 年５月に「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」が採択され、

我が国においても平成 15 年 8 月に加入しています。この条約では、ＰＣＢに関

し平成 37 年までの使用の全廃、平成 40 年までの適正な処分などが定められて

います。 

その後、国は国内におけるＰＣＢ廃棄物を処理するための体制を速やかに整

備し、確実かつ適正な処理の推進を図るため、平成 13 年６月に「ポリ塩化ビフ

ェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法（以下、「ＰＣＢ特措法」

という。）」を制定しました。ＰＣＢ特措法では、期限内のＰＣＢ廃棄物の適

正な処理や、ＰＣＢ廃棄物の保管および処分状況の届出の義務等が定められて

います。 

また、国はＰＣＢ特措法に基づき「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画

（以下、「ＰＣＢ廃棄物処理基本計画」という。）」を策定するとともに、日

本環境安全事業株式会社（現、中間貯蔵・環境安全事業株式会社。以下、「Ｊ

ＥＳＣＯ」という。）を活用し、全国５か所において地域ごとにＰＣＢ廃棄物

を一括して処理できる広域処理施設（以下、「拠点的広域処理施設」という。）

を整備するなど、ＰＣＢ廃棄物の処理に関する体制を整備してきました。 

しかしながら、世界でも類を見ない大規模な化学処理方式によるＰＣＢ廃棄

物の処理は、作業者に係る安全対策等、処理開始後に明らかとなった課題への

対応等により、当初予定していた平成 28 年３月までの当該処理に係る事業の完

了が困難な状況となっています。 

一方、ＰＣＢ特措法施行後の平成 14 年、ＰＣＢを使用していないとされるト

ランスやコンデンサから微量のＰＣＢが検出されるものがあることが判明した

ことを受け、環境省において焼却実証試験を行い、当該試験結果を踏まえ、平
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成 21 年に廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号。以下

「廃棄物処理法」という。）において無害化処理認定制度の対象に微量のＰＣ

Ｂに汚染された廃棄物が追加されました。 

これらのことから、国では平成 24 年 12 月にＰＣＢ特措法施行令を改正し、

処分期限を平成 39 年 3 月 31 日とした他、平成 26 年 6 月 6 日にＰＣＢ廃棄物処

理基本計画を変更し、拠点的広域処理施設の処理能力を相互に活用し、処理期

限を延長すること等としました。 

 

２ 計画の目的および期間 

 

(1) 計画の目的 

「滋賀県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画（以下、「滋賀県ＰＣＢ廃棄物

処理計画」という。）」は、ＰＣＢ特措法第６条第１項の規定に基づき国が定

めたＰＣＢ廃棄物処理基本計画および廃棄物処理法第５条の５第１項の規定に

基づき県が定めた「滋賀県廃棄物処理計画」に即して、ＰＣＢ特措法第７条第

１項の規定に基づき策定するもので、滋賀県内におけるＰＣＢ廃棄物の処理を

総合的かつ計画的に実施し、その確実かつ適正な処理を図ることを目的としま

す。 

なお、滋賀県ＰＣＢ廃棄物処理計画と他計画との関係は、図－１のとおりで

す。 

 

(2) 計画の期間 

この計画の期間は、ＰＣＢ廃棄物の処理期限である平成 38 年度末までとしま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－１ 滋賀県ＰＣＢ廃棄物処理計画および他計画との関係 
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第２章 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の現状および処分見込量 

 

 １ ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況 

ＰＣＢ特措法では、ＰＣＢ廃棄物とは「ＰＣＢ、ＰＣＢを含む油又はＰＣＢが

塗布され、染み込み、付着し、若しくは封入された物が廃棄物となったもの」と

定義されています。具体的には、ＰＣＢ廃油だけでなく、ＰＣＢを含有する絶縁

油を封入しているトランスやコンデンサなどの電気機器、ＰＣＢ油が付着した金

属容器や染み込んだウエス（ぼろ布）、微量のＰＣＢに汚染されたトランスやコ

ンデンサ等の廃棄物などがＰＣＢ廃棄物に該当し、これらＰＣＢ廃棄物を保管す

る事業者等は、平成 13 年度から、毎年度、その保管状況等を都道府県知事等に

届け出ることが義務づけられています。 

滋賀県では、ＰＣＢ特措法の施行に併せ、これまでに実施されている旧通商産

業省および旧財団法人電気絶縁物処理協会等によるＰＣＢを含むトランスやコ

ンデンサなどの電気機器の使用の実態把握および旧厚生省によるＰＣＢ廃棄物

の保管状況調査に基づくデータを基本に、市町からの情報提供も受け、また、現

地での聞き込み調査および追跡調査等を行い、ＰＣＢ廃棄物のより正確な保管状

況の把握に努めてきました。その結果、滋賀県内におけるＰＣＢ特措法第８条の

規定に基づき届出された平成27年３月31日現在のＰＣＢ廃棄物の種類別の保管

量は、表－１－１および表－１－２のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高圧トランス      高圧コンデンサ        安定器 

 

図－２ ＰＣＢ廃棄物の種類例 
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表－１－１ 高濃度ＰＣＢ廃棄物の保管状況 

H27.3.31 現在   

 

廃棄物の種類 

 

保 管 事 業 場 数 

 

保  管  量 

 

高圧トランス 

 

       6 10 台 

 

高圧コンデンサ 

 

      149 526 台 

 

低圧トランス 

   

       1 3 台 

 

低圧コンデンサ 

 

       56 9,277 台 

 

安  定  器       214 109,379 台 

 

ＰＣＢ 

  

      10 30 kg 

 

ＰＣＢを含む油 

 

        5 728 kg 

 

感圧複写紙 

 

       6 9,257 kg 

 

ウエス 

 

       20 305 kg 

 

汚     泥 

 

        1 185 kg 

 

その他の機器等 

 

        31 78 台 

注）１ ドラム缶等の容器に保管されている場合など、台数（個数）や重量で計上できないものにつ

いては、事業場数のみを計上しています。 

２ ＰＣＢを含む油等で容量で計上されているものについては、１ℓ＝１kg として換算していま

す。また安定器で重量で計上されているものについては、1個＝2.5kg として換算しています。 

３ その他の機器等とは、サージアブソーバー、リアクトル等です。 

４ 高濃度ＰＣＢ廃棄物とは、低濃度ＰＣＢ廃棄物以外のＰＣＢ廃棄物のことをいいます。 
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表－１－２ 低濃度ＰＣＢ廃棄物の保管状況 

H27.3.31 現在 

 

廃棄物の種類 

 

保 管 事 業 場 数 

 

保  管  量 

 

高圧トランス 

 

       157 583 台 

 

高圧コンデンサ 

   

        53 118 台 

 

低圧トランス 8 22 台 

 

低圧コンデンサ 14 375 台 

 

柱上トランス 1 1 台 

 

ＰＣＢを含む油 57 31,252 kg 

 

ウエス 42 21,705 kg 

 

汚     泥  3 492 kg 

 

その他の機器等 135 10,825 

         

    台 

注）１ ドラム缶等の容器に保管されている場合など、台数（個数）や重量で計上できないものにつ

いては、事業場数のみを計上しています。 

    ２ ＰＣＢを含む油等で容量で計上されているものについては、１ℓ＝１kg として換算していま

す。 

３ その他の機器等とは、サージアブソーバー、リアクトル等です。 

  ４ 低濃度ＰＣＢ廃棄物とは、ＰＣＢを使用していないとされるトランスやコンデンサの電気機

器等であって、微量のＰＣＢによって汚染された絶縁油に由来する物（微量 ＰＣＢ汚染廃電気

機器等）や、ＰＣＢ濃度が 5,000mg/kg 以下のＰＣＢ廃棄物（微量 ＰＣＢ汚染廃電気機器等を

除く）のことをいいます。 

 

２ ポリ塩化ビフェニル含有機器の使用状況 

ＰＣＢは、昭和 49 年に使用が原則禁止になりましたが、電路※１として使用さ

れていた電気工作物および試験研究に用いる場合に限り、その使用が認められて

います。 

使用中のＰＣＢも将来的には廃棄物となるため、ＰＣＢ特措法では、ＰＣＢ廃

棄物を保管する事業場が、現にＰＣＢを含有する製品を使用している場合には、

その使用状況についても、保管状況と併せて届出することとされています。 

滋賀県（大津市の区域内にあっては、大津市※２。以下、「県市」という。）

としては、これに加え、ＰＣＢ廃棄物を保管していないものの、現にＰＣＢを含

有する製品を使用している事業者についても、使用状況について届出するよう協

力を求めているところです。 

さらに、電気事業法においては、ＰＣＢ含有電気工作物を使用している事業者

は、当該工作物の使用状況について、設置場所を所轄する産業保安監督部長に報
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告することが義務づけられていることから、県市では、中部近畿産業保安監督部

近畿支部から、この報告に関する情報提供を得て、ＰＣＢ特措法に基づく届出内

容とをあわせて、実態把握に努めています。 

その結果、滋賀県内における平成 27 年３月 31 日現在のＰＣＢ含有機器の種類

別の使用量は、表－２－１および表－２－２のとおりです。 

 

※１ 電路とは、普通の使用状態で電気が通じているところをいいます。 

※２ 大津市はＰＣＢ特措法第 19 条第１項の政令で定める市に該当し、同法に

規定する都道府県知事の権限に属する事務の処理を行うこととされてい

ます。 

 

表－２－１ 高濃度ＰＣＢ含有機器の使用状況 
H27.3.31 現在 

 

廃棄物の種類 

 

使 用 事 業 場 数 

 

使  用  量 

 

高圧トランス 0 0 

         

  台 

 

高圧コンデンサ 9 76 

         

  台 

 

低圧トランス 0 0 

         

  台 

 

低圧コンデンサ 0 0 

         

  台 

 

安  定  器 6 547 

         

  台 

 

ＰＣＢ 0 0 

         

  kg 

 

ＰＣＢを含む油 0 0 

         

  kg 

 

感圧複写紙 0 0 

         

  kg 

 

ウエス 0 0 

         

  kg 

 

汚     泥 0 0 

         

  kg 

 

その他の機器等 0 0 

         

  台 

注）１ 台数（個数）や重量で計上できないものについては、事業場数のみを計上しています。 

    ２ ＰＣＢを含む油等で容量で計上されているものについては、１ℓ＝１kg として換算していま

す。また安定器で重量で計上されているものについては、1個＝2.5kg として換算しています。 

３ その他の機器等とは、サージアブソーバー、リアクトル等です。 

４ 当集計はＰＣＢ特措法第８条に基づく届出から集計したものです。 
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表－２－２ 低濃度ＰＣＢ含有機器の使用状況 

H27.3.31 現在 

 

廃棄物の種類 

 

使 用 事 業 場 数 

 

使  用  量 

 

高圧トランス 67 208 

         

  台 

 

高圧コンデンサ 6 35 

         

  台 

 

低圧トランス 2 6 

         

  台 

 

低圧コンデンサ 1 132 

         

  台 

 

柱上トランス 1 75 

         

  台 

 

ＰＣＢを含む油 3 105 

         

  kg 

 

ウエス 0 0 

         

  kg 

 

汚     泥 0 0 

         

  kg 

 

その他の機器等 20 50 

         

  台 

注）１ 台数（個数）や重量で計上できないものについては、事業場数のみを計上しています。 

    ２ ＰＣＢを含む油等で容量で計上されているものについては、１ℓ＝１kg として換算していま

す。 

３ その他の機器等とは、サージアブソーバー、リアクトル等です。 

４ 当集計はＰＣＢ特措法第８条に基づく届出から集計したものです。また柱上トランスにおい

ては、関西電力株式会社全社で約 8,000 台が存在します。 

 

３ ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分見込量 

ＰＣＢ廃棄物の処分見込量は、表－１に掲げたＰＣＢ廃棄物の保管量と表－２

に掲げたＰＣＢ含有機器の使用量の合算した量となり、ＰＣＢ廃棄物の種類ごと

の処分見込量としては、表－３－１および表－３－２のとおりです。 
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表－３－１ 高濃度ＰＣＢ廃棄物の処分見込量 

H27.3.31 現在       

 

廃 棄 物 の 種 類 

 

処 分 見 込 量 

 

廃 棄 物 の 種 類 

 

処 分 見 込 量 

 

高圧トランス 

 

        10   台 

 

ＰＣＢを含む油 

 

     728   ㎏ 

 

高圧コンデンサ 

 

       602    台 

 

感圧複写紙 

 

    9,257    ㎏ 

 

低圧トランス 

 

        3   台 

 

ウエス 

 

     305    ㎏ 

 

低圧コンデンサ 

 

     9,277     台 

 

汚     泥 

 

     185   ㎏ 

 

安  定  器 

 

    109,926     台 

 

その他の機器等 

 

        78   台 

 

ＰＣＢ 

 

       30   ㎏ 

注）１ ＰＣＢを含む油等で容量で計上されているものについては、１ℓ＝１kg として換算していま

す。また安定器で重量で計上されているものについては、1個＝2.5kg として換算しています。 

  ２ その他の機器等とは、サージアブソーバー、リアクトル等です。 

 

表－３－２ 低濃度ＰＣＢ廃棄物の処分見込量 

H27.3.31 現在 

 

廃 棄 物 の 種 類 

 

処 分 見 込 量 

 

廃 棄 物 の 種 類 

 

処 分 見 込 量 

 

高圧トランス 

 

       791     台 

 

ＰＣＢを含む油 

 

    31,357   ㎏ 

 

高圧コンデンサ 

 

       153    台 

 

ウエス 

 

    21,705    ㎏ 

 

低圧トランス 

 

        28    台 

 

汚     泥 

 

       492    ㎏ 

 

低圧コンデンサ 

 

       507   台 

 

その他の機器等 

 

     10,875   台 

 

柱上トランス 

 

        76   台 

注）１ ＰＣＢを含む油等で容量で計上されているものについては、１ℓ＝１kg として換算していま

す。 

  ２ その他の機器等とは、サージアブソーバー、リアクトル等です。 
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第３章 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理体制 

１ ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理体制 

(1) 拠点的広域処理施設による処理 

ＰＣＢ廃棄物のうち、高圧トランスや高圧コンデンサ、安定器等の処理につい

ては、国がＪＥＳＣＯを活用し、拠点的広域処理施設の整備を図っており、全国

５か所にＰＣＢ廃棄物処理施設が設置されています。これらの拠点的広域処理施

設における処理については、計画的かつ早期に処理が行われるよう、それぞれの

能力を最大限活用し、各事業対象地域の枠を超えた処理体制が整備されていま

す。県内で保管しているＰＣＢ廃棄物を処理する施設について、その概要を表－

４に示します。 

 

表－４ 県内で保管しているＰＣＢ廃棄物の処理施設 

 

施設名 

 

 

所在地 

 

 

処理対象 

 

 

処理能力 

 

事業の時期 

計画的処理 

完了期限 

事業終了 

準備期間 

大阪PCB処理 

事業所 

大阪市此花区 

北港白津2丁目 

高圧コンデンサ

・トランス等 

2.0トン/日 

(PCB分解量) 
平成34年3月31日 

平成34年4月1日

から 

平成37年3月31日 

北九州PCB処理 

事業所 

北九州市若松区

響町1丁目 
安定器等・汚染物 

10.4トン/日 

(安定器等・汚染

物量) 

平成34年3月31日 

平成34年4月1日

から 

平成36年3月31日 

※ 計画的処理完了期限とは、保管事業者が中間貯蔵・環境安全事業株式会社に対し処分委託を行う

期限です。 

  事業終了準備期間とは、今後新たに発生する廃棄物や処理が容易ではない機器、事業終了のため

の準備を行うための期間です。 

 

(2) 無害化処理認定施設および都道府県知事等の許可業者による処理 

低濃度ＰＣＢ廃棄物については、平成 21 年度以降、廃棄物処理法に基づき環

境大臣が認可する無害化処理認定施設や、同法に基づき都道府県市が許可する特

別管理産業廃棄物の処理施設による処理体制の確保が行われており、平成 27 年

12 月 28 日現在では、全国で 29 事業者が認定あるいは許可を受けています。 

 

２ ポリ塩化ビフェニル廃棄物の収集運搬体制 

ＰＣＢ廃棄物を適正に処理していくためには、処理施設の整備とともに、ＰＣ

Ｂ廃棄物の各保管事業場から処理施設までの安全な収集運搬体制の確立が重要

です。 
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また、ＰＣＢ廃棄物の収集運搬の体制の整備に当たっては、少量のＰＣＢ廃棄

物を保管する事業者が多数存在すること、ＰＣＢ廃棄物の種類が多岐にわたるこ

と、処理施設の規模に応じて適正かつ計画的な搬入が確保されるようにする必要

があること等を踏まえ、処理施設の能力に見合った収集運搬ができる体制とする

ことが重要です。 

ＰＣＢ廃棄物の収集運搬にあたっては、廃棄物処理法に規定するＰＣＢ廃棄物

の収集運搬に係る基準、国が策定するＰＣＢ廃棄物収集・運搬ガイドラインおよ

び低濃度ＰＣＢ廃棄物収集・運搬ガイドライン（以下、「ＰＣＢ廃棄物収集・運

搬ガイドライン等」という。）等に従って、適正に収集運搬を行う必要がありま

す。 

さらに、拠点的広域処理施設への搬入においては、近畿ブロック産業廃棄物処

理対策推進協議会に設置された近畿ブロック広域処理部会（以下、「近畿ブロッ

ク広域処理部会」という。）や、北九州ＰＣＢ処理事業所における処理対象地域

の府県、ＰＣＢ特措法第 19 条第１項の政令で定める市、およびＪＥＳＣＯで構

成する北九州ＰＣＢ廃棄物処理事業に係る西日本広域協議会（以下、「西日本広

域協議会」という。）において決定された事項や各関係自治体のＰＣＢ廃棄物処

理計画に定める事項にも従う必要があります。 

県市としては、これらの事項に基づき安全かつ適正な収集運搬が行われるよ

う、指導啓発活動を行うとともに、必要に応じて収集運搬を行う者に対する収集

運搬中の漏洩防止のための立入調査等を実施するほか、ＰＣＢ保管事業者やＪＥ

ＳＣＯ等の処分業者とも連携・調整を図りながら、効率的で確実かつ適正なＰＣ

Ｂ廃棄物の収集運搬が行われるよう努めるものとします。 

 

 ３ 保管事業者の処理に対する支援体制 

ＰＣＢ特措法では、ＰＣＢ廃棄物を保管する事業者は、ＰＣＢ廃棄物を自らの

責任において確実かつ適正に処理しなければならないとされています。しかしな

がら、ＰＣＢ廃棄物は長期間にわたって適正に処理する方途がなかったため、保

管事業者は長期間の保管という負担を強いられてきた歴史がありました。特に中

小企業者を取り巻く最近の経済情勢は厳しいものがあり、中には倒産・廃業や事

業転換を余儀なくされる者も少なくなく、現在保管されているＰＣＢ廃棄物の速

やかな処理が急務になっています。 

このような状況に鑑み、国および都道府県は、ＰＣＢ廃棄物処理基金に拠出し、

中小企業者や零細事業者がＰＣＢ廃棄物を処理する際に要する費用の一部を補

助することとしています。今後も、保管されているＰＣＢ廃棄物の適正処理が促

進できるよう、県は継続して基金に資金を拠出していくこととしています。 
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図－３ ＰＣＢ廃棄物処理基金の仕組み 
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第４章 ポリ塩化ビフェニル廃棄物適正処理の推進方策 

 

  ＰＣＢ廃棄物の適正処理に当たっては、その性状や、長期間にわたって保管が続

いてきたこと、拠点的広域処理施設による計画的な処理が図られていること等の特

殊な事情に鑑み、各関係者が以下の役割のもとに、協力・連携して取り組んでいく

こととします。 

 

 １ 県および大津市の役割 

 

  (1) 掘り起こし調査によるポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業者等の把握 

ＰＣＢ特措法に基づき、都道府県等は、ＰＣＢ廃棄物の状況を把握する責務

を有していることから、県市は、以下により、県内のＰＣＢ廃棄物の保管事業

者等の実態把握に努めるものとします。 

 

   ア ＰＣＢ廃棄物保管状況等届出をより確実にするための取り組み 

ＰＣＢ廃棄物の適正な処理の推進を図るためには、必要な調査を行った上

で、管内における未処理の使用製品やＰＣＢ廃棄物を網羅的に把握すること

が必要です。このため、県市は事業者に対して使用製品の保有状況を確認す

るとともに、保管事業者と関係のある事業者団体等を通じて情報収集に努め

ることとします。これらの取組においては、環境省、中部近畿産業保安監督

部近畿支部、ＪＥＳＣＯ、電気保安関係等の事業者等と協力して未処理事業

者の一覧表を作成し、当該一覧表に掲載された事業者に対し、処理の時期を

確認するものとします。 

 

  (2) 適正処理推進に向けた監視、指導等 

ＰＣＢ廃棄物が適正処理されるためには、ＰＣＢ廃棄物の保管事業場での保

管における安全性の確保、保管事業場から処理施設までの収集運搬における安

全性の確保、また処理における安全性の確保が求められます。このため、ＰＣ

Ｂ廃棄物の適正な保管、収集運搬および処理が確保されるよう、県市は、以下

により監視・指導等に努めるものとします。 

 

   ア 保管事業者等に対する監視・指導等 

ＰＣＢ廃棄物の保管事業者に対しては、廃棄物処理法に基づき適正に保管

するよう周知・啓発を行います。また、保管事業場に対して適宜立入調査を

実施し、適正保管等に係る指導を行うとともに、処理の時期を確認し期限内

の処理が行われるよう指導を行うものとします。ＰＣＢ含有機器使用事業者

に対しては、中部近畿産業保安監督部近畿支部と連携してＰＣＢを含有して

いない機器への早期転換を促すとともに、関係業界とも連携してＰＣＢ含有
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機器が将来廃棄物となり処理が必要となることを踏まえ、期限内の処理が行

われるよう必要な指導や周知啓発を行うものとします。 

 

   イ 収集運搬を行う者に対する監視・指導等 

収集運搬を行う者に対しては、廃棄物処理法に定めるＰＣＢ廃棄物収集運

搬基準、ＰＣＢ廃棄物収集・運搬ガイドライン等およびＰＣＢ廃棄物の処理

作業等における安全衛生対策要領（厚生労働省、平成 17 年２月）に基づき、

収集運搬に万全を期すよう周知・啓発を行うとともに、状況に応じて適正な

収集運搬が図られるよう必要な指導を行います。 

また、拠点的広域処理施設までのＰＣＢ廃棄物の運搬に際しては、安全か

つ適正に行われるよう、近畿ブロック広域処理部会や西日本広域協議会にお

いて決定された事項、各関係府県市のＰＣＢ廃棄物処理計画に定める事項に

ついても指導を行うものとします。 

 

   ウ 処理業者に対する監視・指導等 

拠点的広域処理施設は、ＰＣＢ廃棄物の広域的・計画的な処理をその設置

目的としており、法定期限内の適正処理を確保するために不可欠な施設であ

ることから、近畿ブロック産業廃棄物処理対策推進協議会に設置された「大

阪ＰＣＢ廃棄物処理事業監視部会」や西日本広域協議会へ参加します。また

その際に必要な情報を収集するとともに、当該処理施設を運営管理するＪＥ

ＳＣＯと連携を密にし、ＰＣＢ廃棄物の確実かつ適正な処理の確保に努める

ものとします。 

 

  (3) 計画的な処理および搬入を行うための調整 

拠点的広域処理施設におけるＰＣＢ廃棄物の処理については、計画的な処理

が確保されるよう関係する都道府県等およびＪＥＳＣＯが十分な協議、調整を

行い、当該処理施設への計画的な搬入を確保することが必要です。 

この協議および調整を行う枠組みとして、大阪ＰＣＢ処理事業所における処

理においては、近畿ブロック広域処理部会、北九州ＰＣＢ処理事業所における

処理においては、西日本広域協議会を活用し、関係府県市およびＪＥＳＣＯが

ＰＣＢ廃棄物の処理の進捗状況等について情報共有することで、計画的な処理

および安全が確保されるよう、十分な協議、調整を行うとともに、当計画に基

づき、保管事業者等の指導に努めるものとします。 

 

  (4) ポリ塩化ビフェニル廃棄物の率先した処理 

保管事業者でもある県市は、計画的に自らのＰＣＢ廃棄物を処理し、ＰＣＢ

廃棄物の円滑な処理に向けて県内のＰＣＢ廃棄物保管事業者等に対して先導的

役割を果たすとともに、必要に応じて処理にかかる情報について周知・提供し

ていくよう努めるものとします。 
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  (5) 関係機関との連携 

拠点的広域処理施設におけるＰＣＢ廃棄物の処理の推進に当たっては、県市

は、関係都府県市およびＪＥＳＣＯとの連携に加え、ＰＣＢ廃棄物処理基本計

画を所管する環境省とも、絶えず情報交換を行うなどして連携を密にし、期限

内におけるＰＣＢ廃棄物の一日も早い適正な処理を目指すものとします。 

また、拠点的広域処理施設の設置自治体がＰＣＢ廃棄物の処理の推進に重要

な役割を果たしていることに鑑み、地元地域の重要な貢献を認識するとともに、

地元地域の理解・協力を得るための取組を積極的に推進する等可能な限りの協

力を行います。また、同設置自治体がＰＣＢ廃棄物の処理にかかる安全性の確

保や早期処理等を推進するために必要な措置を講じる場合は、その施策に積極

的に協力するとともに必要に応じて関係者への周知や指導等を行います。 

 

  (6) 県民、事業者等の理解を得るための取り組み 

県市としては、広く県民およびＰＣＢ廃棄物保管事業者等関係者の理解を得

ながら、その確実かつ早期で適正な処理を効率的に推進していく必要があり、

このため、県市内におけるＰＣＢ廃棄物の保管事業者およびその保管状況に関

する情報、ＰＣＢ廃棄物の計画的処理に関する情報、ＰＣＢ廃棄物の性状およ

び安全性の確保に関する情報等について、以下により、積極的に公開・提供し

ていくよう努めるものとします。 

 

   ア 県民に対する情報提供 

県民に対しては、県市の広報を活用するほか、環境省、県市、ＪＥＳＣＯ

等が作成したパンフレット等によりＰＣＢ廃棄物の処分に関する情報等につ

いて周知・啓発に努めるものとします。また、ＰＣＢ廃棄物保管事業者およ

びその保管状況等に関する情報を県民の閲覧に供するものとします。 

また、これらの情報については、必要に応じ県市のインターネットのホー

ムページにも掲載し、広く県民に情報提供するよう努めるものとします。 

 

   イ ＰＣＢ廃棄物保管事業者・関係業界団体等に対する情報提供 

ＰＣＢ廃棄物保管事業者、関係業界団体等に対しては、ＰＣＢの性状や安

全性の確保に関する情報、ＰＣＢ廃棄物に係る関係法令に関する情報、ＰＣ

Ｂ廃棄物の適正な処理に関する情報およびＰＣＢ廃棄物処理基金に関する情

報等について周知・提供していくよう努めるものとします。 

 

  (7) ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金の造成 

県は、中小企業者や零細事業者が保管しているＰＣＢ廃棄物の処理費用の負

担軽減等を図るため、国等とともに造成しているＰＣＢ廃棄物処理基金に今後

も継続して資金を拠出し、ＰＣＢ廃棄物の適正処理に努めていくものとします。 
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 ２ 市町の役割 

市町は、県とともに、県民に対して、国および県が実施する施策・取り組みへ

の協力が得られるよう、ＰＣＢ廃棄物の確実かつ適正な処理の必要性その他の情

報の提供を行うなど、早期処理完了にかかる理解を深めるよう努めるとともに、

自らのＰＣＢ廃棄物についても計画的に処理するよう努めるものとします。 

 

 ３ 保管事業者等の役割 

ＰＣＢ廃棄物保管事業者は、関係法令を遵守するとともに、国、県および市町

が実施するＰＣＢ廃棄物の適正処理に向けた施策・取り組みに協力し、早期処理

完了に努めるとともに、自ら保管するＰＣＢ廃棄物に関する情報については、積

極的に公開するよう努めるものとします。 

なお、ＪＥＳＣＯへＰＣＢ廃棄物の処分を委託する保管事業者は、拠点的広域

処理施設が計画的な搬入を前提に整備されているものであることを踏まえ、県市

の指導等に従うとともに、あらかじめ、ＪＥＳＣＯと連絡調整を行い、ＪＥＳＣ

Ｏの受入条件を満たした上で、同社の各ＰＣＢ処理事業所に搬入を行うものとし

ます。 

また、ＰＣＢ含有機器使用事業者は、ＰＣＢ含有機器の使用状況について毎年

度届出をするなど県市の取り組みに協力するものとします。併せて、ＰＣＢを含

まない機器への早期転換を図るとともに、ＰＣＢ含有機器が廃棄物になった場合

には、ＰＣＢ廃棄物保管事業者として適正な対応を図っていくものとします。 

 

 ４ 収集運搬を行う者の役割 

ＰＣＢ廃棄物の収集運搬を行う者は、関係法令を遵守し、ＰＣＢ廃棄物収集・

運搬ガイドライン等、ＰＣＢ廃棄物の処理作業等における安全衛生対策要領（厚

生労働省、平成 17 年２月）、近畿ブロック広域処理部会や西日本広域協議会に

おいて決定された事項および各関係府県市のＰＣＢ廃棄物処理計画に定める事

項に基づき、収集運搬に万全を期すとともに、国、県市等が実施するＰＣＢ廃棄

物の適正処理に向けた施策、取り組みに協力し、ＰＣＢ廃棄物の計画的・効率的

な処理の確保を図るものとします。 

 

 ５ その他関係者の役割 

ＰＣＢ廃棄物の確実かつ適正な処理の推進に当たっては、ＰＣＢおよびＰＣＢ

含有機器の製造事業者等の関係者は、県市等の施策・取り組みに連携・協力する

ものとします。  
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第５章 その他の重要な事項 

 

 １ ポリ塩化ビフェニル含有機器を使用している家電製品の処理 

一般家庭で使用される家電製品のうち、昭和 49 年以前に製造されたテレビ、ル

ームクーラーおよび電子レンジについては、ＰＣＢ含有機器を使用している可能

性があるため、市町がこれら廃家電製品を処理するに際しては、これまでどおり、

当該家電製品の製造者に取り外しを依頼するなど、その取扱いに特に留意するも

のとします。 

また、家電製品の製造者は、取り外したＰＣＢ含有機器を責任をもって保管し、

ＰＣＢ廃棄物として適正に処理するものとします。 

 

 ２ 緊急時の対応 

県市は、ＰＣＢ廃棄物を拠点的広域処理施設へ搬入するに当たり、搬入経路に

おける事故の発生等緊急時における速やかな対応が執れるよう、近畿ブロック広

域処理部会や西日本広域協議会、ＪＥＳＣＯと連携して、緊急時の対応および連

絡体制等について整備するものとします。 

 

 ３ 滋賀県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画の見直し 

本計画は、ＰＣＢ廃棄物処理基本計画の見直しや、ＰＣＢ廃棄物の処理状況等

を勘案し、必要に応じて見直しを行っていくものとします。 

 


